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産業構造審議会保安分科会液化石油ガス小委員会（第５回）議事録 

 

日時：平成２７年３月１１日（水曜日）１０：００～１２：００ 

場所：経済産業省別館３階３１２各省庁共用会議室 

 

議題： 

（１）ＬＰガス事故の発生状況、立入検査の実施状況及びトップヒアリング等について 

（２）液化石油ガス販売事業者等保安対策指針について 

①平成２６年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針の取組状況について 

②平成２７年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針（案）について 

（３）液化石油ガス法等の保安規制に係る検討結果（報告） 

（４）規制の整合化等に向けた検討について 

 

議事内容 

○大本ガス安全室長  それでは定刻より少し早いですが、そろいましたので、ただいま

から第５回産業構造審議会保安分科会液化石油ガス小委員会を開催いたします。 

 本日はお忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。開催に当たり

まして、事務局を代表して、寺澤商務流通保安審議官より御挨拶させていただきます。 

○寺澤商務流通保安審議官  おはようございます。寺澤でございます。本日は皆様、お

忙しい中、第５回の液化石油ガス小委員会にお集まりいただきましてありがとうございま

す。本日は３月 11 日でございます。ちょうど４年前に東日本大震災が起きました。犠牲に

なられた全ての方に対して哀悼の意を表するとともに、心より御冥福をお祈りしたいと思

います。 

 この液化石油ガス小委員会、ちょうど第１回が２年前に開かれました。その際、「ＬＰガ

ス災害対策マニュアル」を策定していただきました。重要なのはそれをしっかり実行する

ということ、さらに進化させていくということだろうと思います。 その上で、本日は２

つの大きなテーマがございます。１つは保安対策指針の策定でございます。御案内の方も

多いと思いますけれども、この保安対策指針というのは、毎年、ＬＰガス販売業者等の皆

様の重点的な取り組み課題を取りまとめていくものでございます。平成 27年度については、

これまでにない目標を新たに策定したいと考えております。ＬＰガス関連の事故について
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みますと、死者の数について１桁台の前半で推移しておりますけれども、特に負傷者の数

がこの 20年間、大体 70人から 80人ぐらいで、高どまりしているということでございます。

私どもとしてはこうした死傷者の数を減らしていくことが重要だろうと考えております。 

 そうした観点から、１つの目標年度としては、2020年を見据えて死傷者の数を減らして

いくという目標、近年はなかったのですけれども、そうした目標を新たに設定してはどう

かと考えております。もちろん目標設定だけで終わるわけではなくて、そうした目標に向

けて、これまで以上に実効性のある取り組みが必要になってまいります。そうした取り組

みを含めた今年度の保安対策指針案についてお諮りしますので、是非、しっかりと御審議

していただければと考えております。 

 ２点目が、規制の整合化などの推進でございます。御案内のようにガスシステム改革に

関して議論がございます。いろいろな制度について改めて見直すということをしていきま

すと、保安規制について、液化石油ガス法とガス事業法とでは保安規制の面で必ずしも整

合的でないというのが少なからず明らかになってきております。昨年６月のこの委員会の

場でも、保安規制については整合化を進めたらどうかという御意見を頂戴しました。本日

はこの整合化に向けてさらに議論を進めていただければと考えております。規制について

は不断の合理化が必要でございます。例えば性能規定化というのをこれまでやってきまし

たが、その一層の推進を含めた規制の合理化について、本日御議論していただければと思

います。 

また、ＬＰガス災害対策マニュアルのフォローアップについても御紹介させていただきた

いと思います。本日も盛りだくさんのテーマがございます。皆様におかれましては積極的

な御議論をいただければ幸いでございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○大本ガス安全室長  ここからの議事進行につきましては、橘川委員長にお願いいたし

ます。 

○橘川委員長  おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 座らせていただきますが、４年前の今日、１万 5000人を超える方が命を亡くされました。

そして、いまだに 3000 人近い方が行方不明で、その後の震災関連死も福島県を中心に 2000

人以上の方に上っていると思います。ただ一方で、あの日、ＬＰガスがどれくらいたくさ

んの命を救ったかという現実もあるわけでございまして、そのＬＰガスの世界、3.11以降

いろいろ変革へ向けて前向きな動きがあったと思います。ただ、それでもやらなければい

けないことが幾つか残っていまして、その中の中心がこの保安の問題であり、あるいは料
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金の問題かと思います。保安の問題は当然のことながら、マイナスをマイナスするという

側面がありますが、これからは容器の問題などで都市ガスエリア、あるいはオール電化住

宅の家の中にもＬＰガスが使われるような時代がやってくるかと思いますので、保安がカ

バーしなければいけない範囲も広くなります。決してマイナスをマイナスだけではなくて、

プラスに転じる成長戦略の一環としても絶対この保安の問題は避けて通れないということ

なので、重要な会合となると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、まず、大本ガス安全室長に委員の紹介及び資料の紹介をしていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○大本ガス安全室長  本日、委員 18名中 17名が御出席いただいておりまして、小委員

会の定足数に達していますことを御報告いたします。今回から新たに参加される委員の方

を御紹介させていただきます。高圧ガス保安協会理事・安田委員でございます。 

○安田委員  安田です。よろしくお願いいたします。 

○大本ガス安全室長  続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の資

料を御覧ください。まず座席表があり、議事次第、配付資料一覧、委員名簿、それから、

資料 1-1、1-2、1-3、資料 2-1、2-2、2-3、2-4、別紙１、資料３、資料４、参考資料１、

２がございます。配付資料に不備がございましたら、議事進行中でも結構ですのでお知ら

せいただければと思います。 

○橘川委員長  それでは、早速、1 番目の議題に入ります。「ＬＰガス事故の発生状況、

立入検査の実施状況及びトップヒアリング等について」です。資料 1-1から資料 2-2まで

を使うことになると思いますが、大本室長、お願いいたします。 

○大本ガス安全室長  報告事項ということで、事故と立入検査とトップヒアリング等、

通しで説明させていただければと思います。 

 まず、資料 1-1 を御覧ください。昨年のＬＰガス事故発生状況でございます。1 ページ

目は前回も説明しているので省略させていただいて、２ページ目を御覧いただければと思

います。今回初めて作成したものでございますが、死亡者数、負傷者数の推移、５年ごと

にプロットしたもので、赤字が死亡者数、青字が負傷者数となってございます。35年から

40 年前に死亡者数約 59.2 人をピークに、安全器具の普及とかガス事業者の努力、取り組

みによってガス事故の件数が下がってきまして、ここ近年では、2.2 人とか１桁台前半と

なっています。一方で負傷者数については、ピークでは 600人を超えるような負傷者数が

ございましたが、同様に下がってきました。ただ、ここ 20年は 70～80人を推移している
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ということで、横ばい状況になってございます。 

 ３ページ目を御覧いただければと思います。表-１ですが、昨年の事故件数が、右側の

26 年のところに書かれていますが、185件とここ５年ぶりに 200件を下回ったものの、死

傷者数は 77 人と平年並みになってございます。 

 ６ページ目を御覧いただければと思います。昨年発生した重大事故についてですが、２

件発生しています。１件目が真ん中の写真でございますが、富士山の山小屋で、屋外式の

風呂釜を浴室内に設置し、排気設備も施工されていないということで、ＣＯ中毒で１人亡

くなっております。もう一つが長野県で、除雪作業中に重機が貯槽に接触して安全弁を破

損し、ガスが漏えいし、消費者宅内で使用されていたストーブに引火したもので、３人が

重症となってございます。 

 ７ページ目を御覧ください。Ｂ級事故という重大事故の件数でございます。昨年の件数

は２件、死亡者１人ということで平年並みでございます。23年、24年は、ＣＯ中毒の事故

の件数に比べて、症者の数が非常に多くなっています。特に 24年の 23人につきましては、

そば打ち体験の交流施設で、１つの事故で 22人の被害者が生じる事故が発生しているとい

うことで、ＣＯ中毒事故については、その従業員も含めて多くの利用者が巻き込まれます

ので、ＣＯ中毒事故に向けた対策というのが引き続き必要であるということでございます。 

 ８ページ目と９ページ目を見開きで御覧いただければと思います。９ページ目の表が現

象別の事故の発生状況でございます。この表の一番上が漏えい、真ん中が漏えい火災、漏

えい爆発、その下がＣＯ中毒、酸欠ということで、大きく３つに分けております。漏えい

事故については、ＬＰガス事故の半分を超える 95件が発生しています。漏えい火災・爆発

については約４割の 87件、ＣＯ中毒事故については３件発生しているという状況でござい

ます。 

 10 ページ目と 11 ページ目を見開きで御覧いただければと思います。これは原因者別の

事故発生状況でございます。11 ページ目の表-４ですが、原因者が誰かという分類でござ

います。一番上の一般消費者に起因する事故ですが、昨年 26年は 59件ということで、全

体の約３割で一番多い割合になります。59 件のうち括弧で 32 件と書いてございますが、

これが点火ミスとか立ち消えということです。最近ですと電池が切れて、点火を何度も繰

り返した結果、爆発するということも起きております。上から３番目は販売事業者に起因

する事故でございます。これについては約 10％強が主に供給設備の腐食等劣化によるもの

でございます。26 年度については雪による事故も 39 件発生しております。今年について
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は速報ベースで、２月末で 21件発生している状況でございます。 

 12ページ目、13 ページ目を御覧いただければと思います。場所別の事故になります。13

ページ目の表ですが、どこの場所で発生しているかということで、住宅では、一般住宅・

共同住宅等が全体の約６割、業務用施設が約４割発生しておりますが、Ｂ級事故といわれ

る重大事故については一般住宅が３割、業務用施設が約７割で、重大事故については業務

用施設の方で多く発生している状況になっております。 

 16ページ目を御覧いただければと思います。死傷者を伴う事故でございます。今回初め

て作成しております。死傷者を伴う事故件数を表-８で挙げると、40件から 50件発生して

おります。昨年は 77人の死傷者ということですが、事故件数は 51件発生しており約６割、

一般消費者に起因する事故が 33 件発生してございます。そのうち全体の約４割、21 件が

立ち消え、点火ミスによる死傷を伴う事故が発生している状況になっております。 

 17ページ目を御覧いただければと思います。（8）の質量販売でございます。通常、メー

ターを経由して体積で販売するのが主流でございますが、中にはボンベに装置を取り付け

て、例えば、屋台など、重量で販売するような場合を言いますが、この質量販売について

は昨年 11件発生しており、また負傷者数が 16人ということで、昨年より増加している状

況になっております。 

 19ページ目を御覧ください。法令違反に伴う事故でございます。昨年、法令違反に伴う

事故が 22件、全体の約１割強が発生しております。また、上から４つ目のパラですが、死

傷者数が 77 人ですが、このうち 22％が法令違反を伴う事故によるものでございます。法

令違反については、例えば設備士の講習を受けていなかったとか、容器交換時の点検確認

の作業を怠ったものとか、定期調査とか点検を適切に実施されていないとか、接続が適切

でないとか、質量販売で書面交付や点検をしてなかったとか、そういうようなことで発生

しているものでございます。 

 20ページ目にまとめがございますが、先ほどと重複するので省略いたします。 

 28 ページ目では、各都道府県別の事故件数を平成 18 年から記載しておりますので、御

覧いただければと思います。それが資料 1-1でございます。 

 続いて、資料 1-2を御覧いただければと思います。今年度の立入検査の実施状況と来年

度の立入検査の重点というところでございます。１ページ目が、経済産業省本省で実施し

た立入検査の状況でございます。本年度は 18社について立入検査を実施しております。真

ん中の２番目のパラでございますが、そのうち１社で、質量販売に際して書面の未交付、
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また消費設備調査及び周知の未実施というものがございました。また、記載不備があった

ので、それぞれの事業者に口頭注意を行ってございます。 

 ２ページ目に、各地域の産業保安監督部における立入検査の状況でございますが、12月

までに 92 社の立入検査を行ってございます。その結果、５社（10 件）において法令違反

があり行政指導を行っております。その下でございますが、来年度の立入検査については、

引き続き 10 項目を重点に確認するということでございます。26 年度の立入検査結果につ

いては、本省で行った立入検査の結果を示してございます。説明は省略させていただきま

す。それが資料 1-2でございます。 

 続いて、資料 1-3を御覧ください。ＬＰガスのトップヒアリングの結果でございます。

これについては平成 17年度から保安対策指針を提示して、自主保安の向上を促しておりま

すが、ＬＰガスの企業のトップの方に保安の取組状況についてヒアリングを通じて確認さ

せていただいており、ここ数年は、毎年ヒアリングをさせていただいているところでござ

います。 

 ヒアリングの対象事業者は、本省に登録されている販売事業者が 50社、また保安機関が

78 社ございますが、その中から 10 社を抽出してヒアリングを行っております。これまで

ヒアリングを行っていない社、行政処分等を行った社を中心に 10社に対して行っておりま

す。その結果が、１ページ目の下に記載しているところでございます。法令遵守につきま

しては、全ての事業者で、経営者の姿勢ということでは「経営方針」とか「重点目標」と

いうことで、社内・関係者に明確に表明し、トップのシニシアチブを発揮されております。

また、自主保安活動については、チェックシートなどによって各事業所の課題抽出とか、

その管理部分でも実態把握を行っております。 

 ２ページ目、事故防止対策のところでございます。ＣＯ中毒事故防止という観点でいけ

ば、全ての事業者が、行政とか団体が提供しているリーフレットを活用するなど、その周

知を行っているところでございます。また、業務用厨房機器に関しては測定とか、社内基

準で業務用の換気設置基準を社内基準で規定するなど、業務用需要家の理解を得るための

工夫を行っております。 

 続いて、一般消費者に起因する事故に関しては、多数の事業者がガス栓カバーとか、高

齢への「ひと声呼びかけ運動」、また消費者巡回でのコンロ清掃を通じて、消費者との接点

を増やす工夫をしております。また、Ｓｉセンサー付きコンロの普及とか、安全装置がつ

いていないガス器具の取り替えの呼びかけとか、そういうことを行っております。 
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 自然災害対策については、ガス放出防止型高圧ホースの設置への取り組み、また、中核

充てん所を保有しているところについては、自治体との連携、防災訓練への参加を行って

おります。 

 資料 2-1の説明は省略いたしますが、左側に今年度の保安対策指針を記載しております

が、見開いていただくと 10 社のトップヒアリングの結果、関係団体、また行政の取り組み

等を右側に記載させていただいております。それが資料 2-1でございます。 

 資料 2-2を御覧いただければと思います。これは保安対策指針の取組状況の参考資料で

ございます。３ページに、今年度が最終年度ですが、全国ＬＰガス協会さんの「ＬＰガス

安全安心向上運動」の実施と、取組状況を４ページ目に記載しております。 

 ７ページ目から 11ページ目ですが、平成 22年から過去５年間の、ＬＰガスの保安功績

者表彰で受賞された方々を掲載させていただいております。いずれもＬＰガスの自主保安

活動を積極的に推進し、顕著な功績を挙がられた販売事業者等の方々でございます。 

 12 ページ目から 14 ページ目は、認定販売事業者 239 社を掲載させていただいておりま

す。この認定販売事業者は、集中監視システムで高度な保安機器を導入して保安の高度化

を図っている販売事業者ですが、本省、監督部、都道府県でそれぞれ認定しておりますが、

全体の約１％程度となっております。 

 15ページ目を御覧いただければと思います。ＣＯ中毒事故に関して、業務用厨房でのＣ

Ｏ中毒事故防止の観点から、毎年夏頃に関係機関または関係団体に注意喚起を呼びかける

とともに、18 ページ目にＣＯ中毒事故連絡会議ということで、関係省庁が一堂に会して連

絡会議を行っております。 

 19ページ目は、消防との連携ということでリーフレットを作成してございます。 

 23ページ目から 26 ページ目は、ＣＯ中毒事故に関するリーフレットです。 

 27 ページ目が、消費者への注意喚起のためのスマートフォンでの、「３分で分かるＬＰ

ガスの安全まとめ」ということへのサイトを作成してございます。 

 32ページ目には、去年も御紹介しましたが、ガス栓カバーについてでございます。 

 また、33 ページ目は、ガス栓カバーの出荷が順調に推移しているところでございます。 

 34ページ目は、過去にパロマ製の瞬間湯沸器で事故がございましたが、これについては

ＬＰガス販売事業者、都市ガス事業者は点検の機会がございますので、その際発見した際

は、パロマと経産省に報告しなさいという体制をとっておりますが、直近１年間で 12台発

見されております。そのうち９台がＬＰガスで、８台が空き部屋で確認されたものでござ
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います。 

 35ページ目、36ページ目、37ページ目、これも今回初めてつけさせてもらいましたが、

リコール製品、いわゆる風呂釜、給湯器、燃焼機器、経済産業省の製品安全ガイドで掲載

されているものですが、これらについても販売事業者の方に留意していただきながら点検

を行っていただければと思います。リコール製品を使用している一般消費者先における事

故もございます。 

 38ページ目、右下に点線で赤い字がありますが、長期使用製品安全点検制度でございま

す。実際にガス機器を購入した消費者にあらかじめ登録いただいて、一定年数が経過した

ら、注意を連絡する制度でございます。ガス業界でも、販売する際、点検する際に、こう

いった制度の周知や、お客様情報を記載したはがきの登録の促進をお願いしているところ

でございます。 

 40ページ目については、他工事事故に関する注意喚起の資料。 

 41ページ目、42ページ目は、昨年 11月に住宅の塗装工事で、給排気の閉塞によるガス

事故が発生していることを踏まえて、国土交通省を通じて塗装工事業者に、事故防止に向

けた要請を行っているところでございます。 

 45ページ目が質量販売に係るリーフレット、46ページ目が山小屋に係る注意喚起のリー

フレットをつけております。 

 47ページ目、48 ページ目は、先ほど申し上げた事故と注意喚起というものを行っており

ます。 

 落雪対策については、55 ページ目にリーフレットと、あと 56ページ目に、先ほどの「Ｌ

Ｐガス災害対策マニュアル」の作成、公表を行っております。以上でございます。 

○橘川委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、ここまでのところで一旦質疑応答、御意見を頂戴したいと思います。名札を

立てていただければ順次御指名させていただきます。いかがでしょうか。内藤委員代理、

お願いいたします。 

○北嶋委員（内藤委員代理）  リコール対象製品への対応の件でございますが、私ども

としては、お客様の安全確保を第一とする観点から、ＬＰガスの販売事業者も協力してい

きたいと存じます。なお、リコールについては、本来的には機器メーカーに一義的な責任

があると思います。そのためリコールを行う場合には、まず機器販売ルートを通じてリコ

ールをしっかり行っていただきたいと思います。その上で機器メーカーから、私ども全国
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ＬＰガス協会及び都道府県の協会にも御連絡していただくとともに、当該製品を販売して

いない多くのＬＰガス販売事業者も回収に協力することになりますので、回収作業に要す

る費用の負担も明確にしていただきたいと思います。また、消費生活用品安全法に基づく

リコールと、メーカーさんが自主的に回収なさっているもの等の対応については、それな

りの区別があってしかるべきではないかと考えております。 

それから、長期使用製品安全点検制度への協力の件でございますが、これについては

2009年４月に始まりまして、あと４年で初年度販売分の点検時期に入りますが、機器メー

カーによる既販品の所有者情報の把握状況については、十分ではないと聞いております。

そのため、お客様の安全を確保する観点で、お客様宅の保安調査を行う際などに、私ども

ＬＰガス販売事業者も協力していく必要があると考えております。ただし、お客様への説

明と確認作業にはかなりの時間と労力を要します。その点については機器メーカーによる

御負担をお願いしたいと考えております。 

 なお、このコストを低減するためには、私見ではございますが、スマホなどで動くアプ

リを機器メーカーが共同で開発していただいて、保安調査の現場等での確認、入力作業を

簡便にすることなどが有効ではないかと考えております。さらに所有者情報を機器メーカ

ーに提供することが、現時点では個人情報保護法の適用になりますので、お客様御本人の

了解なしには行えません。これを個人情報保護法の適用除外としていただければ、お客様

への説明時間も短縮することができます。この点については経済産業省において御検討い

ただければ幸いでございます。以上でございます。 

○橘川委員長  どうもありがとうございます。 

 他にはいかがでしょうか。堀口委員、お願いします。 

○堀口委員  事故の件数など事業者の方々は、機器の販売の事業者にしても、ガスの販

売の事業者にしても、それなりにこの数年非常に努力されてきているとデータをみて感じ

ました。それで実際に事故をゼロにするのは難しいことですが、今いろいろ御提案もあっ

たとは思いますけれども、お金もかからずできることとして幾つかあるかなと思っていま

す。１つは、資料 2-2の 38ページと 39ページに、先ほどお話の出ていました長期使用製

品安全点検制度の普及啓発のリーフレットなどが出ていますが、このリーフレットをみる

と、言いたいのはそこなのかなというぐらい、言いたいことが小さく書いてある。換気を

することの方がこのリーフレットはメインなのかなと思えるように、注意喚起の目的とそ

の中身がきれいに整理されていなかったり、先ほど事業者さんが説明するのと確認するの
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に非常に時間とコストがかかるというお話がありましたが、その説明という部分において、

いかにわかりやすく短時間で説明するにはどうしていったらいいのかというような例えば

コミュニケーションであったり、それに対してどのように人が動くのかという行動科学的

な視点であったり、モノに対して、システムに対しては、多分人間工学の視点でそれぞれ

研究もされていると思うのですけれども、そういうソフトの部分のお金も余りかからず、

できる部分がまだ少し残っているのかなという感じがいたしました。 

 いろいろな情報提供について研究もしているのですが、字が多いのでなかなか読みたく

ないなというのが正直な感想でして、いかに読んでもらうにはどうしたらいいのかとか、

お金がかからないところでの改善点も今後考えていただければいいのかなと思います。 

 以上です。 

○橘川委員長  大石委員、お願いします。 

○大石委員  ありがとうございます。これは質問なのですけれども、資料 1-1の例えば

11 ページとか 16 ページに一般消費者による事故の例が書いてあるのですが、これは年齢

みたいなものはわかるのでしょうか。先ほど、今後は死傷者をゼロにしていくという話だ

ったのですが、高齢者がどんどん増えていく中で、もし立ち消えとか着火ミスみたいなも

のが年齢層としてあるのであれば、先ほどの堀口委員のお話ではないのですが、その対象

者に合わせた周知の仕方とか、例えば今のお話ではないですけれども、この字の小ささだ

と高齢者の方は見にくいのではないかと思ったりします。逆に、ひと声かけ運動みたいな

形で直接お話ししていかなければいけないと思います。年齢層が分かれば、またそれに合

わせた事故の対策ができるのではないかと思いまして、御質問させていただきました。 

○大本ガス安全室長  年齢層については都市ガス、ＬＰガスとも、事故報告の際、３つ

の区分に分けて報告いただいております。13歳未満、13歳から 64歳、65歳以上の３つの

区分です。この年齢については個人情報を含んでいるということもあり、消防等が確認で

きたときに報告してもらっておりますので、行政側が積極的に確認できないという場合も

ありますが、可能な限り確認して報告いただいているということでございます。 

○橘川委員長  よろしいでしょうか。山田委員、お願いします。 

○山田委員  全地婦連です。平たくいうと婦人会の全国版とでもいいましょうか、私は

愛知県から伺っております。よろしくお願いいたします。 

 全地婦連としては、毎年 40数カ所ぐらいで各都道府県のＬＰガス協会の御協力をいただ

きまして、防災学習会を開催しておりますので、その中で具体的な機器の安全確認とか機
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器の取り扱いについての項目を入れていくことも可能です。これまでですと世の中の風潮

から、災害時の点検について重きを置いておりましたけれども、防災だけにとどまらず各

家庭からの火災や一酸化炭素中毒を出さないためにということで、消費者安全セミナーと

いうのも開いております。機器の安全点検、重要性を伝えていくことはこれからどんどん

進めていきたい課題の一つでございますので、是非進めたいと思います。 

○橘川委員長  どうもありがとうございました。先ほどの質問に対してお答えいただけ

ますか。 

○川原製品安全課長  全Ｌ協の内藤委員代理から幾つかリコール、長期使用に関する御

質問、御要望があったと思います。まず、リコールについては機器メーカーの責任だろう

ということで、私どもも基本的にはリコールの報告があったときには、機器メーカーにし

っかり周知するようにということでやっております。そこはこれまでやや回収率が悪いと

ころもあったかと思いますので、しっかりここは引き続き、機器メーカーに対して指導し

ていきたいと考えているところでございます。先ほどお話があった販売ルートを通じた周

知は徹底していただきたいと思っております。 

 それからもう一つ、リコールについて、例えば定保で集めた個人情報について、これを

活用してリコール品を探すということで、これは全Ｌ協の方でも、お客様安全第一という

お話がございまして、可能な限りという話がございました。トップヒアリングをみても、

既にそういったことをやっていただいているというような先進的なところはあるのだろう

と思っているところでございます。そういう動きをもっと広げていきたいということで、

リコール製品による火災等が結構起こっておりますので、そういった点で引き続き全Ｌ協

傘下のＬＰガス販売業者にはお願いをしたいと思っているところです。 

 それから、長期使用製品の方でも、既に販売済みの製品については定保面での協力とい

う話があったかと思います。コストの話もございましたけれども、今ガス機器メーカーの

団体に対して、先ほど堀口委員から話があったことと共通しますが、できるだけ短時間に、

分かりやすく合意をとる。こういったところの仕組みづくりを今お願いしているところで

ございまして、できるだけそのコストというか、短時間でできるような仕組みを考えても

らいたいと思っているところでございます。したがって、既に周知等はやっていただいて

おりますので、その合意のところは簡単にといっても難しいと思いますが、その説明等は

チラシなどで分かりやすくできるような方法を考えていきたいと思っております。この辺

は機器メーカー、全Ｌ協さんとも相談しながら進めていきたいと思っております。 
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 それから、個人情報の問題がございました。リコールについては、既に生命等の危険が

ある場合ということで、個人情報保護法、同意を得なくてもということに入っているとこ

ろでございます。長期使用については、例えば点検後 10年ということですと、今は 10年

過ぎればリコールと同じよう取り扱いができることになっているところでございます。こ

れはまたさらなる御要望がございましたら、個人情報御担当の経済産業省なり部局がござ

いますので、そこと話し合っていきたいと思っているところでございます。いずれにして

リコール製品、事故が起こっているのは事実でございますので、こういったものをなくす。

もちろん機器メーカーは第一でございます。それから販売事業者も含めて御協力をお願い

したい。長期使用の方も、同じく将来の機器に備えてということで、機器メーカーはもち

ろんですし、販売事業者の皆様にも、ぜひ御協力をいただきたいと考えているところでご

ざいます。以上でございます。 

○寺澤商務流通保安審議官  補足で、内藤委員代理のコメントで、私が違った印象を受

けたかもしれませんけれども、ＬＰガス全体の保安水準を上げていく上では、機器の安全

性が高まるのは非常に重要だと思います。ＬＰガス全体の保安が高まるということは、メ

ーカーのことだけではなくてＬＰガス販売事業者にとっても非常に重要なことだと思いま

す。もちろんお立場はあると思いますし、おっしゃったことは間違っているとは思わない

のですけれども、ＬＰガス全体の保安を高めるためにメーカーもＬＰガス販売事業者も、

一義的責任はメーカーだといわずに、それはメーカーに頑張ってもらった上で、ＬＰガス

販売事業者も接点があるわけですから、もっと積極的に取り組んでいただきたい。 

 もう一つは、長期使用製品の登録ですね。せっかく制度を作っても、残念ながら登録率

は伸びていないのです。ガスで 40％ぐらいですか、それは新規製品について。まだまだ頑

張らなければいけないという中で、消費者の皆様は、登録するかというと面倒くさくて進

まないという中で、設置なり販売のタイミングが一番重要なタイミングでございますので、

スピードを高めるというのはやるべきだと思いますけれども、同意を取った上で代行記入

にする。これは既に他の業界でも取り組んでいる事例があって、私も不勉強で間違ってい

たら申しわけないのですが、他他の業界から、費用を払ってくれといわれたことはないの

です。もちろん手間がゼロだとは思いませんけれども、代行記入で書く範囲はそんな大し

たことはないのです。名前と住所と機器と販売店の名前ですから。もっと大局的な観点か

らＬＰガス業界も、ＬＰガス全体の保安向上に機器の安全性は重要ですから、より積極的

な取り組みをお願いしたいと切にお願いする次第です。 
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○橘川委員長  内藤委員代理、何かありますか。 

○北嶋委員（内藤委員代理）  機器メーカーも私どもも同じＬＰガス業界の一員であり、

同じ船に乗っておりますので、事故があった場合には、業界全体の浮沈にかかわるという

気持ちは審議官と同じでございます。 

その中で、所有者情報の登録の件につきましては、今後ともＬＰガス販売事業者が機器

を新規に販売する場合にはしっかりと対処していく所存ですが、今、特に期限が迫ってい

る既販品の問題については、４年ごとのお客様宅の保安調査の際に消費機器を調査すると

きが登録漏れを補うチャンスです。しかし、保安調査に行くＬＰガス販売事業者や委託先

保安機関は多くの場合、機器を販売した者ではないことは御理解いただきたいと思います。

お客様がどんな機器を購入したか、何処で購入したか、それを登録なさったかも調査員は

わからないわけでございます。その辺を含めて機器メーカーとお話をしながら最大限の努

力と協力を続けていきたいと思っております。 

○橘川委員長  天野委員、お願いいたします。 

○天野委員  先ほどの大石委員、堀口委員からの御質問とも重なるのですけれども、一

般の消費者の事故に関して、個人情報等の関係で正確なデータがよくわからないという部

分はあるかもしれませんが、日本の全世帯の 30％以上がひとり暮らしになっていますので、

３軒に１軒はひとり暮らしであること、高齢者のひとり暮らしも非常に増えているという

全体的な傾向をみますと、だんだんと今まで簡単に注意が払えていたところにも注意が払

えなくなっていくなどいろいろなことがあると思いますので、先ほど指摘があったように

高齢者に向けて、周辺のさまざまな組織を使うということもお考えなのかを伺いたい。い

わゆるホームヘルパーさんのような方たちの事業者団体であったり、あるいは地域に色々

な見守りネットができていたりしますので、今後そうしたものを活用する余地があるので

はないかということでございます。 

○橘川委員長  委員からまとめて御質問、御意見を賜って、後で事務局にお答え願いた

いと思います。浅野委員、お願いします。 

○浅野委員  さまざまな保安の取り組みの成果が出ているところも大きいなと思う一方

で、特にこれから高齢社会化がかなり極端に進んでいく状況の中で、いろいろな取り組み

を総合的にやっていく必要があるのかなと私も思います。それで幾つか質問とか提案なの

ですが、事業者さんの中で特に業務用の厨房施設での事故が結構多いということで、しか

し現場では非正規の方、アルバイトの方に責任が一気に負わされている現状の中で、業界
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に働きかけて啓発しようということで取り組まれているということなのですが、実際現場

でどんな研修が本当に行われているのか、ベストプラクティスの事例として集めていただ

きたいなと思っています。 

 それから、それ以外のところで、トップヒアリングが非常にいいなと思っております。

先駆的にお取り組みの事業者さんの様子が、特にトップを通じて語られるというところが

非常にいいのかなと思っていますが、保安の問題は、おそらく保安の問題だけではなくて、

その事業者さんのガバナンス全体の問題。そのガバナンスには恐らく、先ほど天野委員も

おっしゃられていたようなコミュニティへの関与ということがどのぐらいしっかりと、し

かも長期的に戦略的に捉えられているのかということが、特に地方の事業者では今後重要

になってくるのではないかと思っています。 

 先ほど来出ていました福祉の側面から、例えば長期使用製品安全の点検制度とか登録に

ついても、全員が全員登録というのは難しくても、せめて 75歳とか 80歳以上のところは

重点的に把握するようにしていくとか、そういうリスク評価に立った上で誰に力を入れて

いくのかということが出てくると、先ほどの見守りネットもそうです。自治会とか民生委

員さんも、個人情報の問題でいろいろと困っているところは共通しているので、社会福祉

協議会さんや行政を通じたネットワークの中で、事業者さんとしてのメリットも見出しな

がら、一緒に協力していくのかというのはあると思います。また少子高齢化の中で、地方

で若者がどんどん減っていく。そうすると地域を支えるインフラ事業者として優秀な若手

や、ライフラインでもガスというと、特に家庭の女性へのアプローチが非常に重要になっ

てきますので、組織の中で若手や女性の意見をしっかり取り上げられるような、そして開

かれたような組織体制なのだろうかとか、それともう一つはＩＴ化をどんどん進めて、啓

発の工夫もしていかなければいけない。スマホの利用もしっかりやっていく必要があると

思うのですが、一方で個人情報の流出というＩＴリスクに対する姿勢はどうなっているの

か、そういうこともしっかりトップが語れないと、おそらく現場で個人情報についてはし

っかりやっておりますので、是非これに登録してくださいということが社員さんもいえな

いと思いますので、そういったこともトップヒアリングの中で聞いていただくことは今後

していただけると、うれしいなと思いました。以上です。 

○橘川委員長  他にはいかがでしょうか。 

○吉川委員  先ほど寺澤審議官が発言していたこととやや重複するのですが、この委員

会に出ていてちょっと気になるのは、各団体の代表というお立場でいらしている以上ある
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程度仕方がないとは思うのですが、ともすると業界のお立場からの御主張が多いような印

象を受けております。でも、ここでやるべきことというのは、どちらの責任かとかそうい

うことよりも、むしろ皆さんが協働して先ほども出た大きな目標、つまりはガス、ＬＰガ

スの安全性がアピールできなければ、ひとたび重大事故が起きれば他のエネルギーにとっ

て代わられると思えば、皆さん共通の利害だと認識すべきで、そこは是非業界のお立場を

御主張いただくというよりは、どうやったらその垣根を超えてみんなで協働できるのかと

いうことを議論することがメインになる場であったらいいなということを強く感じました。 

 そういう中でＬＰガス販売業者は、消費者の方と一番接点を持っている。つまり消費者

の方から信頼を得やすいお立場にあるという意味では、安全を向上させていく上でキーパ

ーソンであるということはお立場上あるのだと思うのです。それをコストと捉えるのか、

逆にいえば機器情報をやりとりする中でお話が弾んで、いろいろなビジネスチャンスにつ

ながっていく要素もあるとお考えいただけたらありがたいと思いました。 

 それから、いきなり各論ですが、先ほど多くの委員の方から出ていましたように、前回

の委員会の折に、スマホを使った広報とか、分かりやすいアプローチということを申し上

げた中で、各委員も発言していた中で、そういう施策が取り組まれたのは一歩前進だと思

います。もう一点は、業界を通じての縦の伝達、例えば料飲組合とかそういうところだけ

ではなくて、面で例えば商店街とか、町内会とか、あるいは機器情報を把握するのにも、

例えば大型の団地であれば団地の管理組合などにこの重要性をアピールして、そして一斉

に町支部みたいなものを設けて回るとか、そんな仕組みも使ってもいいでしょうし、民生

委員とか福祉の方が、総合的にいろいろな情報を集約していただく。その中にガス機器の

情報も入れていただくアプローチも有用ではないかと思いました。 

 それから、大変詳細な事故分析をいただいていて、負傷者数や事故数を減らしていく中

では、増えてしまった要因もですけど、例えば負傷者数でいえば、25年度に劇的に減って

いたのは単に偶然なのか、何かの施策が功を奏しているのかという、その減った原因やよ

かった点も分析されたらいいのではないかと思いました。 

 それから、トップヒアリングで、先進的な取り組みに関してアイデアをいただくことも

大変有用だと思いますが、みんなが乗れる船でなければいけないという面もあると思うの

で、みんなができる施策という意味では、点検、立入調査を受けたところも対象になって

いるということでしたけれども、先進的なところだけではなくて、中小のなかなか厳しい

中で事業をなさっているところにもヒアリングをかけていただきたいと思いました。 
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 以上でございます。 

○橘川委員長  どうもありがとうございました。 

 他にはいかがですか。 それでは、まとまってお答えできる範囲でお答えをお願いいた

します。 

○大本ガス安全室長  天野委員から、いわゆる 30％がひとり暮らしの高齢者という、い

わゆる注意を払うべき方にアプローチするという話。浅野委員からも、ベストプラクティ

スをという話もございました。例えば紹介ということでは、兵庫県のＬＰガス協会が、シ

ルバーサポート事業という取り組みを展開しています。兵庫県のＬＰガス協会の販売事業

者は、約 400 を超える事業所で、御高齢者のところを訪問して、コンロ清掃や機器の点検

とか保安サービス、ＬＰガス以外についてもアプローチしている取り組みを行っていると

いう話も伺っております。 

 また、トップヒアリングに関して、先ほど浅野委員からもございましたが、今後若手と

か女性とかそういう活用というのは、さっき女性の視点というのは非常に大事だというこ

ともありますけれども、そういう視点でのアプローチ、ヒアリングも今後検討していきた

いと思います。またスマホの利用などのＩＴという視点、さらに個人情報の取り扱いにつ

いて留意しつつ、ＩＴ推進という立場から今後検討していければと考えております。 

 吉川委員からも、ビジネスチャンスではないですけれども、消費者との接点があるとい

うことがございますので、商店街とかいろいろな面的なツールもございますので、そうい

う視点からも検討していければなと思っています。25年度において事故件数が減ったのは、

正直まだ、一過性なのかどうか分析できていないのですが、一つはガス栓カバーみたいな

ものが誤開放に寄与したというのは結構あることと認識しておりますが、この辺はもう少

し推移を見守っていきたいと思っております。 

 立入検査については、本省所管事業者はリーディングカンパニーが多くございます。本

省においても、比較的規模の小さな販売事業者や保安機関であっても、監督部所管をまた

いで販売や保安業務を実施するために、私どもの本省所管になっている事業者もございま

す。そういうところからもトップヒアリングや立入検査を行っていますので、そういう視

点でも引き続き取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

○橘川委員長  また後で立ち入るかもしれませんけれども、先に進めさせていただきま

す。２番目の議題の「液化石油ガス販売事業者等保安対策指針について」、資料 2-3、2-4

を使うことになるかと思いますが、大本室長、お願いいたします。 
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○大本ガス安全室長  それでは、2-3 と 2-4 を説明させていただければと思います。ま

ず、資料 2-3を御覧ください。来年度の保安対策指針の新規項目及び実効性を高める取り

組みの（案）というところでございます。 

 １．は、来年度の指針については今年度の方針の内容を基本的に踏襲して、また５つ新

たなものを提示させていただいております。１つが、（1）の 2020年に向けての目標設定で

ございます。都市ガスについては、2020年目標年次として、死亡事故ゼロを目指す、ガス

安全高度化計画というのを策定しています。残念ながらＬＰについては、そのような目標

が近年なかったということで、2020年時点の目標ということで、今死亡事故が１桁前半を

推移しているというところで、死亡者数ゼロ、負傷者数は 25人未満、これは 25年が最も

少ない人数だったのですが、それの半減ということで 25人未満を設定させていただきまし

たが、そういうことを目指したらどうかということを書かせていただいております。 

 もう一つは、それに取り組む、実行するために、大きく４つを重点的に取り組んだらい

いのではないかということで、１つが、一般消費者の視点でソフト面での対策をとっては

どうかということで、さまざまな機会を通じてお客様、一般消費者への注意喚起を積極的

に促すということ。また、ハード面の観点で、不完全燃焼防止装置がついていないガス機

器の交換を促すとか、Ｓｉセンサーコンロの安全な機器の普及促進により一層取り組むと

いうこと。２つ目が、販売事業者に起因する事故、先ほど経年劣化みたいな話もございま

したが、マイコンメーター、調整器等の期限管理を徹底し、期限内に交換することを行っ

ていただく。３つ目が、ＣＯ中毒事故、１つの事故で 20人を超えるような事故が起きるこ

ともありますので、そういうＣＯ中毒事故撲滅ということで、一般消費者に対しての喚気、

清掃・メンテナンス、また警報器の設置の促進を図る。最後に、法令事故に伴うものが約

２割を超えることから、法令遵守を徹底するとともに、自主保安チェックシートの積極的

な活用により、自主保安活動を促進していただくということを挙げさせていただいており

ます。 

 ２つ目が、先ほど高齢者などを対象に、きめ細かい視点での取り組みが重要という御指

摘もございました。以下の点の工夫を図りながら周知活動を進めていってはどうかという

ことで、１つが、ひとり住まいの御高齢者宅を訪問して、安全機器の普及や安全機器の点

検等の実施をしていただくということ。また、安全器具が普及することによって逆にガス

の危険性の認識が薄れていくこともございますので、使い方を間違えると非常に危険であ

るということ、併せてガスの利便性というか、素晴らしさということも理解していただく
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ことを目的に、小中学校生を対象とした「出前教室」なども販売事業者の方で工夫してい

ただきながら、周知活動をしていったらどうかということを２つ目に挙げさせていただい

ております。 

 続いて、裏面を御覧いただければと思いますが、先ほど議論がございましたリコール製

品の対応でございます。経済産業省のリコール情報ということで、先ほど幾つか品目を挙

げさせていただきましたが、こういうことを念頭に、いわゆる販売事業者の方でそういう

情報を有している場合には、機器の製造事業者に対して情報提供などの協力に努めていた

だく。また、販売事業者は、リコール製品への対応を図る観点から製造事業者と連携を図

っていただく。 

 ４番目は、長期使用製品安全点検制度への協力ということで、所有者票の登録率の向上

に向けて、例えば自社で販売したものについては代行記入をしていただくとか、自社が販

売したものでないものについても、積極的に所有者票の代行記入、場合によっては葉書の

投函等の協力に努めていただく。その際にはガス機器の製造事業者と連携を図っていただ

ければと思っております。 

 最後に（5）でございますが、質量販売の確実な保安業務の実施ということで、質量販売

に係る事故が発生しております。中には法令違反によるものもございました。質量販売に

ついては、今後 FRP容器の普及促進ということもございますので、是非法令遵守を徹底し

ていただいて、14 条書面、点検等を確実に行っていただきたいということを挙げさせてい

ただいております。 

 ２．が保安対策指針の実効性を高める取り組みということで、行政側の取り組みでござ

います。（1）の下線部が、来年度の新たな取り組みでございます。立入検査を行政機関が

合同・連携して実施する、立入検査の際に、書面のみの審査だけではなくて、必要に応じ

て現場を確認していただくということを、行政側も積極的に行ったらどうかということを

挙げさせていただいております。 

 （2）が自主保安活動の把握ということで、行政側も、ＬＰガス販売事業者がチェックシ

ートを活用して、自主的に保安業務に取り組んでいるかどうかということを、立入検査や、

場合によっては行政機関への申請の届出の際に目配せしていただく。チェックシートを出

していないところは、保安活動の取り組みについてフォローアップを行っていただければ

という視点で掲げております。 

 ３番目が、これは当たり前のことかもしれませんが、先ほどの死傷者数を減らすという
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観点から、事故が起きた場合には、原因事故、法令違反の有無、また必要に応じて再発防

止、横展開をしていくということを掲げさせていただいております。 

 続いて、資料 2-4を御覧ください。資料 2-4が保安対策指針の本文という形になります。

１ページ目は割愛しますが、２ページ目の３．で 2020年に向けての目標を新たに記載させ

ていただいております。 

 新たに記載した点、変更した点について説明しますが、５ページ目を御覧いただければ

と思います。（3）の保安教育の確実な実施ということで、③で販売グループの中核となっ

ているＬＰガス販売事業者は、グループ内の保安教育を主導とともにグループ会社や、関

連会社に対して、保安業務や、保安技術を伝承、指導し保安レベルの向上を図っていただ

きたい。最近は、これまで培った保安のノウハウがきちんとと伝承されなくなっていると

いうことが言われておりますので、そういうところをきちんと若手も含めて伝えていくこ

とが大事ですので、そういうことも積極的に行っていただければと思っております。例え

ば、中国監督部と中国液化石油ガス保安連絡協議会が連携してやっている保安アドバイザ

ー制度、また、県レベルでもベテランのアドバイザーが訪問して適切なアドバイスを実施

するような取り組みを行っているところもございます。 

 ６ページ目を御覧いただければと思います。（6）の①でバルクの 20年検査については、

昨年の今頃 20年検査に関して御審議いただき、省令改正等をさせていただいたところです

が、今後そういう改正を踏まえて、具体的な取り組みの計画を準備、検討していただけれ

ばということを記載させていただいております。 

 また、自主保安活動チェックシートの取組状況ということで、２．（1）の現状のところ

で、全国ＬＰガス協会へのチェックシートの提出率が 74％になっております。認定販売事

業者については、集中監視システム導入を積極的に検討、または検討に向けた対応をして

くださいということを昨年、新たに保安対策指針に入れさせていただきましたけれども、

現在の認定販売事業者が 239 社、全体の 1.2％という状況になっております。世帯数でい

くと 26％ということで、４分の１の状況になっております。 

 ９ページ目ですが、（2）の一般消費者に起因する事故の防止対策でございます。先ほど

申し上げたひとり住まいの御高齢者のところで、工夫を図っていただくということを挙げ

させていただいております。現状で、兵庫県の「シルバーサポート事業」のことを挙げさ

せていただいています。また、「出前教室」というのは、静岡県のＬＰガス協会でも実施し

ているところでございます。 
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 10ページ目の一番上ですが、最近、Ｓｉセンサーコンロという加熱防止装置とか立ち消

え装置ということで、火災事故が減ってきていることを消防から伺っておりますが、その

普及が約 2500万台突破ということで、普及率は約６割と伺っております。こういうことを

積極的に推進していくことも大事かと思っております。 

 11 ページ目に移りまして、（エ）で消費設備調査に際しては、容器が適切な場所に設置

されているのか、本来は屋外に設置されるべき湯沸器や、風呂釜が屋内に設置されていた

り、適切な場所に設置しているかどうかもみていただきたいということで、今回新たに追

記させていただいております。 

 ⑥はリコール製品ということで、説明は割愛しますが、記載するとともに、12ページ目

に長期使用製品安全点検制度への協力ということで、追記しております。 

 13 ページ目ですが、②の（エ）で、末端ガス栓による誤開放が発生しています。「ねじ

ガス栓」を使用すると、誤って足がガス栓のレバーに当たって栓が開き、事故につながる

ケースがございます。これについては、つまみに押し回しのロック機構の付いたガス栓を

使用すべきではないかということを新たに記載させていただいているところでございます。 

 14ページ目に、質量販売に係る事故が発生していることから、法令遵守を徹底し、確実

に周知し点検を行っていただきたいということを記載させていただいております。 

 ４．の自然災害対策につきましては、災害対策マニュアルを踏まえた取り組みが各事業

者でも行われているということで、ガス放出防止型のホースについても、取り替えとか新

規設置に関しては導入していただいているということでございます。これについては広島

の災害などでも、ボンベが仮に流されたとしても、そういうところでガスが止まる効果も

聞いているところでございます。説明は以上でございます。 

○橘川委員長  それでは、この指針につきまして御意見、御質問を賜りたいと思います。

いかがでしょうか。堀口委員、お願いします。 

○堀口委員  質問です。新たに 2020年に向けての目標設定というところですが、目標の

設定は事故の数ではなく、事故に遭った方々の人の数というところで整理するという考え

方というのと、ＣＯの事故に関して、指針の７ページの３の（1）にしっかりと別項目で、

ＣＯ中毒事故の防止対策というふうに挙げられています。先ほどの指針の３ページに当た

る事故のところでは、特にＣＯに関して死亡者数や負傷者数について書いてあるわけでは

ないのですが、３．目に突然、ＣＯ事故の撲滅を目指しというこれも何か目標で、撲滅っ

てゼロということ。突然出てきたので、何か整理が必要なのかなと思ったり。撲滅という
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のはゼロのことをいっているのかとか。全体の話をしているのですけど、突然ＣＯ中毒事

故の撲滅、事故の撲滅だと、これは件数の撲滅。でも、ここは人数の撲滅の話、減らすと

いう話をしているのかというところで、ちょっとわかりづらかったので質問をしました。 

○橘川委員長  まとめて質問を頂戴して、まとめて答えていただいた方が効率的かと思

います。井伊委員、お願いします。 

○井伊委員  私はこの目標設定は大変いい目標設定だと思います。事故ゼロというのも

そうなのでしょうけれども、たった１件の事故でも多数の死亡者が出たりすることもあり

得ますので、この実態として死亡者ゼロ、あと負傷者、これ本当に達成できるのかという

のもちょっとあるのですけれども、このところは大変すばらしいと思います。ただ、それ

をどう実現していくかということが大事なので。保安指針の中でも、10ページの③で触れ

られているのですが、「ガス栓カバー」の義務化というのがなぜ実行されないのかというと

ころと、あとここでは指摘されていますけれども、一口ガス栓への切り替えの検討ですね、

これはどちらかをちゃんと実行を担保していくような形がないと、こういう目標設定とい

うのは難しいのではないか、実現は難しいのではないかと思いますが、その辺はどういう

お考えなのでしょうか。 

○橘川委員長  ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。お願いします。 

○大石委員  ありがとうございます。この全体の方針の中で対象としてちょっと抜けて

いるかなと思うのが、賃貸住宅の家主さんというか、その人にはどのようにどういう方法

で機器の例えば先ほどの長期使用ですか、そういう届出を出してもらうか。ひとり暮らし

の人の場合には、個人の持ち物というよりも、家主さんがそういう設備を設置することも

多いと思うので、そこへの対策が抜けているのかなと思いました。 

○橘川委員長  冨田委員、お願いします。 

○冨田委員  ありがとうございます。日本ガス協会です。この指針自体、ＬＰガスの販

売事業者を対象としたものだということでありますけれども、このリコールにしても、長

期使用の制度についてもガス機器が対象になる場合がありますので、都市ガス業界の観点

で発言させていただきます。 

 まず、リコールでございますが、製造事業者が都市ガス用の機器でリコールをする場合、

ガス協会には公表の前に情報提供をいただいております。ガス協会はその情報を受けて、

リコールの内容と、それからガス事業者がどういう対応をするべきかということを周知す

るような行動を行っております。消費者保護の観点から、リコールにはできるだけ早く対
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応した方がいいということからすると、製造事業者には安心安全な機器をつくっていただ

くというのがまず第一でありますが、万が一リコールされる場合には、できるだけ早く私

どもにも情報提供いただくということをお願いしたいと思います。 

 次に長期使用製品安全点検制度ですけれども、この制度の中で都市ガス事業者は、関連

事業者として開栓、すなわちガスの使用を開始するとき、あるいは定期保安点検時にリー

フレットを配布して制度の周知を行ってきております。一方、保安点検や調査の際にガス

事業者が面談するのは、必ずしも機器の所有者ではなくて使用者でございます。先ほど大

石委員が御発言されたこととつながるところですけれども、登録率を上げるにはこの機器

を使用する前、すなわち購入するときであるとか設置するとき、こういった段階において

登録することが大きなポイントではないかと思います。 

 例えば大手ガス事業者においては、そのガス事業者のブランドのついたＯＥＭ製品を販

売しているわけですが、販売店と連携することでその登録率は約８割になっております。

その一方で、メーカーのブランドで売られている機器を加えた都市ガス機器全体の登録率

は５割から６割ということでございますので、日本ガス協会におけるさまざまな活動を通

じて、自社が販売あるいは設置する際に登録していただけるようにガス事業者にいろいろ

働きかけをしていきたいと思っております。以上です。 

○橘川委員長  佐々木委員、お願いします。 

○佐々木委員  まず、指針の中で、2020年に向けて目標設定は非常にいいことだと思い

ます。それに向けて努力したいと思います。先ほどからリコールと長期使用製品の私ども

その製造、メーカーの団体でございますので、今リコールについても、これは当然メーカ

ーの責任ですけれども、必死に情報を集めている段階でございます。これについてもガス

事業者の協力をお願いしたいと思います。 

 また、リコールの場合は、私どもガイドラインを全部つくっていまして、基本的には経

済産業省に届出をして、原因も全部分析して、リコールの発表日を決めます。それまでに

資料の準備、受付の対応、部品の手配等して、かなりタイトな日程でありますけれども、

事前に、今冨田委員からありましたように関連事業者に説明をしております。私どもの工

業会にも大体前日に来るようなタイトなスケジュールになっている状況でございます。 

 長期使用製品ですけれども、メーカーの責任なのですが、残念ながら製造はしています

が、メーカーが直接販売することはまず皆無といっていい状況です。流通業者様を通じて

販売しているということで、メーカーが直接皆さんとかかわることは非常に少ないので、
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非常に苦労して、頑張っていますけれども、今は約４割で終わっているということでござ

います。引き続き登録率向上に向けて頑張っていきたいと思っております。 

 ただ、ガス器具といいますとコンロと湯沸器。私が入った頃では、風呂釜は当然ありま

して、風呂釜と湯沸器はドッキングしていませんでした。ですから、販売経路がまるっき

り違っておりました。コンロと小型湯沸器はガス流通さんが中心で、風呂釜というのは昔、

タイル、ステンレス、ほうろうがありまして、必ず２つ穴をあけました。その関係でタイ

ル、建材、金物というガス流通さんとは違うところで多く販売します。今でもそうですけ

れども、販売ルートは多岐にわたっております。そのためになかなかつかみづらいのでご

ざいますけれども、先ほど川原製品安全課長からありましたように、できるだけ定保とか

設備点検、特につかみやすいようなことを今一生懸命検討していますので、引き続き登録

率向上に向けて努力したいと思います。以上でございます。 

○橘川委員長  それでは事務局、今までのところでいかがでしょうか。 

○大本ガス安全室長  まず堀口委員から、2020年に向けた目標設定が、人数なのか、事

故の件数なのかという話しがございました。ＬＰに関しては、まず人数に着目したいと思

っております。事故件数を目標にしてしまうと、目標を達成するために事故届を出さない

みたいな話になってしまっては本末転倒ですので、届出はしていただく。ただ、死傷者を

伴う事故は撲滅していくというのが大事かと考えております。ＣＯ中毒の撲滅という言い

方がある意味誤解を招いたのかもしれませんが、思いとしましては、ＣＯ中毒事故をなく

していきたい、ゼロにしたいという思いでございます。全国ＬＰガス協会の来年度の新た

な目標は、ＣＯ中毒事故をなくしていく、撲滅するという目標設定をしている予定である

と承知しており、ここについてはいわゆる業界もそうですし、この目標とも合致するよう

な動き、流れなのかなと思っている次第でございます。 

 井伊委員から、ガス栓カバーについての御指摘がございました。これについては、私ど

もも設置促進を強く呼びかけているところでございます。事業者にもここに関して、そう

いう御趣旨もあったのでいろいろと議論している中で、事業者の立場からすると今の一口

ガス栓、いわゆる誤開放を断つために二口を使わない世帯については一口に切り替えると

いう方針をとっている事業者もいますので、そういう意味でいくと、どちらかはやってい

ただいているのかなと思っております。そこは義務化というよりは、どちらかをきちんと

やっていただくことが重要と思っております。 

 大石委員から、賃貸家主についてお話しがございました。都市ガスの方でも苦慮してい
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るのですが、いわゆる経年管といわれる古いガス管があります。使用者と所有者が異なる

場合があります。ガス菅の切り替えをお願いする場合は、住んでいる人ではなくてオーナ

ーである所有者に呼びかけます。ガス会社に呼びかけるのは、ガスの使用者に呼びかける

ことになりますので、一義的にはガスの使用者になりますが、そこは使用者と合っていれ

ばいいのですが、ここからまたオーナーにたどり着くには意外に一手間かかるところがあ

ります。ガス会社の方でも、そこはオーナーとかいわゆるアパートの方にたどりつければ、

そういう取り組みは行っていると理解しておりますが、そういう状況があるということで

ございます。 

 リコール製品については、繰り返しになりますが、やはりリコール製品で事故が起きて

おります。そういうことで消費者庁も関係省庁、あらゆるツールを駆使しながらリコール

製品をなくす努力をやっています。経済産業省、関係省庁も一丸となってそういう事故を

減らしていく取り組みが大事かと思っておりまして、そういうところの情報提供をこちら

としても呼びかけるとともに、ガス業界が一丸となって、そういう事故を減らすという取

り組みの観点から、販売事業者の方にも点検の際の対応とか、場合によっては長期使用製

品安全点検制度の登録率向上に向けた御努力をお願いできればと思っている次第でござい

ます。 

○橘川委員長  大分時間が押してきましたので、効率的にお願いします。 

○川原製品安全課長  先ほど家主対応ということがございました。これは文書等ではお

願いしておりますけれども、少なくとも個別に事業者に行くということはまだやっており

ませんので、その辺はしっかりやっていきたいと思っております。 

 それから、日本ガス協会さんからリコール、早く情報を欲しいということで、これはも

っともでございます。我々も早く情報を出すようにいたします。それから長期使用点検制

度については、定保により後でいろいろ情報をつかむというよりも、販売するときにとい

うことでございます。これはメーカー、販売事業者の協力を一層進めていきたいと思って

おります。以上でございます。 

○橘川委員長  議論の中でポテンヒットみたいなところが明らかになって、そのガスの

器具の所有者と使用者が違うときの所有者をどうするのかという問題と、それからリコー

ルの問題で明らかになったように、メーカーとガス業者の間に販売業者という人がいるわ

けで、このオーナーの人と販売業者のところに対して、どうやって保安の問題を浸透して

いくのかということがポイントとして出てきたと思いますので、そこを考えていただきた
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いと思います。 

 それでは先の議事なのですけれども、３の議題と４の議題と５の議題を一緒にこれから

まとめて報告していただいて、討論していくというやり方にしたいと思います。それでは

大本室長、お願いいたします。 

○大本ガス安全室長  それでは資料３を御覧いただければと思います。保安規制の検討

結果というところでございます。 

 検討の経緯のところでございますが、一昨年、総合資源エネルギー調査会基本政策分科

会のところでガスシステム改革小委員会が設置されて、ガスシステムの在り方に関しての

検討が行われてきたところでございます。これを受けて、昨年６月にガス安全小委員会で、

望ましい保安についての検討を進めてきました。また、液化石油ガス小委員会では、簡易

ガス、また液石法、ガス事業法の消費段階における規制について検討を行ってきたところ

でございます。 

 ２．は簡易ガスの保安規制については、１月 13日に開催されたガスシステム改革小委員

会で、引き続きガス事業法の対象とし、その中で保安規制を講じることで、その保安規制

の手法・水準を維持することになっております。 

 （2）が消費段階におけるガス事業法と液化石油ガス法の保安規制の在り方ということで、

この両法の規制・保安体系や保安対策に留意しつつ、整合化を図っていくことを記載して

いるところでございます。 

 めくっていただいて、参考１が簡易ガス事業における法制面の取り扱いということで、

これについては各委員に御連絡を事前にさせていただいているところでございます。 

 参考２については、保安規制の在り方について、ガス安全小委員会の方で取りまとめた

資料でございます。これについては５ページ目に、簡易ガスの保安規制の在り方【論点３】

と（5）消費段階等におけるガス事業法と液石ガス法の保安規制の在り方【論点４】、ここ

が先ほど申し上げた内容と一致しているところでございます。 

 資料４を御覧いただければと思います。規制の整合化等に向けた検討について（案）で

ございます。本件につきましては、今後１年を目途に、ガス事業法と液化石油ガス法の整

合化に向けて、運用面の実態も含めて検討していくことを記載させていただいております。 

 ２ページ目を御覧ください。液石法の性能規定化についてでございます。これまでも液

石法については性能規定化がされているところですが、まだ、仕様規定が残っております

ので、今後技術進展が見込まれる分野ということを中心に民間規格、例えばＪＩＳ等を採
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用する可能性について検討していければと思っております。また、器具省令という液化石

油ガスの器具に関しても、性能規定化の検討を進めているということで、こういうことに

ついても対応していきたいと考えております。 

 ３ページ目を御覧ください。下のほうに集中監視システムの例を挙げております。この

集中監視を活用した事業者は、例えばコンロの消し忘れを集中監視センターで検知し、何

かあれば遠隔で遮断できるというシステムでございます。一般消費者の７割を超える事業

者については、認定販売事業者として認定するということを行っております。これによっ

て例えば消費機器の周期期間の緩和とか、いわゆる緊急時対応の所要時間の緩和みたいな

インセンティブを受けるような仕組みになっております。ただ、この制度の認定について

は通信手段の多様化に伴う設備投資や、70％のハードルといった課題があり、これについ

てはもう少しインセンティブが付与できないかとか、場合によってはこのハードルを下げ

られないかという声も聞いております。これについては、そうした声について検討してい

ってはどうかかということを記載しているところでございます。 

 カラー刷りのところは、先ほど申し上げた主な規制について、黄色が販売事業者、下が

保安業務を行う保安機関でございますが、その整合化ですとか、性能規定化、認定販売事

業者の有効活用ということを右下の赤いところですが、記載しております。 

 続いて、参考資料１と２でございます。参考資料１は先ほど少し紹介しましたが、バル

クの関係省令の改正について、昨年３月の液化石油ガス小委員会で審議いただきましたけ

れども、昨年６月に公布、また９月に改正ということで、一連の改正を行っております。

また、３．で高圧ガス保安協会の規格についても今年２月に、最新の規格にしているとい

うところを紹介させていただきます。 

 参考資料２で、ＬＰガス災害対策のフォローアップでございます。ここについては 47

の都道府県ＬＰガス協会に対して、アンケートで調査を行いまして、それぞれ災害対策に

関して積極的に取り組んでいるということでございます。２ページ目、３ページ目にそう

いう取り組みの数字を記載しております。これを 100％目指していくということで今取り

組んでいるところでございます。説明は以上でございます。 

○橘川委員長  どうもありがとうございました。 

 まず昨年のこの小委員会で、一旦、簡易ガス事業について液石法の方へ移すという合意

を頂戴いたしました。その後、主として保安面の法制的な観点から、それがかなわないと

いう形になったわけです。その議論をまとめる責任者として小委員会の委員長として関係
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者の方々に非常に御迷惑をおかけした点をお詫び申し上げます。 

 それを踏まえまして、皆さんから御意見を頂戴したいと思います。いかがでしょうか。

内藤委員代理、お願いします。 

○北嶋委員（内藤委員代理）  資料３の参考 1-1のカラーの説明の図について意見を述

べさせていただきます。これは１月１３日のガスシステム改革小委員会に提出された資料

と同じものでございますが、その場には私どもは参加させていただけなかったものですか

ら、この場を借りて確認させていただきたいと思います。 

 この参考 1-1の図を見ますと、液石法には業務改善命令がなくて、保安確保が緩やかに

なっているように見受けられます。しかし、実際は液石法においても、ＬＰガス販売事業

者に対する業務停止命令や保安機関に対する改善命令がございます。さらにＬＰガス販売

事業者に対しては登録の取り消しがあり、また、保安機関には認定の取り消しもございま

す。したがいまして、液石法は、この図にありますように保安規制の水準も高く、改善命

令や取り消しなどの行政処分もガス事業法と同等になっているということを御説明いただ

けると幸いでございます。以上でございます。 

○橘川委員長  他にはいかがでしょうか。それでは、お願いいたします。 

○大本ガス安全室長  先ほどの内藤委員代理の参考 1-1の話でございます。ここの資料

では、保安規制のところで「技術基準」と書いてございますが、これが技術基準に適合し

ていない場合の適合命令というのを省略させていただいたところについて、内藤委員代理

から補足コメントしていただいたところなのかなと思っております。本来であれば保安規

制で適合しない場合は技術基準適合命令というのを、液石法、高圧法もそうですし、ガス

事業法にも命令ができる仕組みがございます。液石法とガス事業法の両法にありますので、

実はその違いを出すために、あえてそこを省略しております。 

 一方で、右側のほうの業務改善命令、取り消しというのは、実は技術基準とは関係なし

に、例えば事故の発生とか、消費機器の周知調査が適切に行われていないとか、場合によ

っては復旧の遅延とか、ガスの使用者の利益が阻害されているものに関して改善命令、取

り消しを行うというスキームがついております。その違いについて右側に書いております

が、技術基準に適用していない場合の適合命令というのがあって、それに対しての所与の

措置があるということを省略してしまったところにつき、内藤委員代理の御発言の御趣旨

かということで補足させていただきます。以上です。 

○橘川委員長  他の方はいかがでしょうか。吉川委員、お願いします。 
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○吉川委員  法的な整理をつけた上で、液石法とガス事業法で規制の整合化というのを

図るべく、目指していくべきではないかという意見は持っております。その中でガス安全

小委員会の方で最後に出た話だと思うのですが、自由化が促進されたことで、今までかな

りの部分は自主保安に頼っていましたけれども、自主保安だけでは参入業者さんが多数に

なると、多くの方がみんなそれを守ってくれるかが分からないということで、少なくとも

導入時は少し規制をかけなければいけないだろうという議論が出たことを記憶しておりま

す。そういう意味では、参考 1-1にあるガス事業法の保安規制の部分の青い四角が、もう

少し上に来るようなイメージなるのではないかと思っていますので、そのガス事業法の動

向をみながら、そうなると液石法の青い四角の部分と保安規制のレベルがかなり似通って

くるというのでしょうか、整合性を図る意味では、ガス事業法の部分の保安規制がどうな

っていくのかが見えた段階で、整合性を図っていく方が合理的ではないかと思っているこ

とを一言申し上げます。 

○橘川委員長  他にはいかがでしょうか。資料４の中身も大事だと思うのですけれども、

こちらはいかがでしょうか。それだけでなくても構いませんが、いかがでしょうか。 

 ないようでしたら、まず吉川委員の御発言にコメントをお願いします。 

○大本ガス安全室長  先ほど吉川委員の御指摘で、場所的にはガス安全小委員会の話の

部分もあるかと思いますが、都市ガスの小売全面自由化ということで、新規参入者、小売

事業者に対する今の自主保安ですけれども、どうやって保安の維持向上をしていくかとい

うことは、これからガス安全小委員会の場で検討していくことかと思います。これについ

ては御指摘のとおり、その検討とともに今のガス事業法、液化石油ガス法の整合化にも留

意しながら検討を進めていければと考えているところでございます。 

○橘川委員長  他はいかがでしょうか。お願いします。 

○北嶋委員（内藤委員代理）  資料４ですが、ＬＰガスの集中監視システムについて御

発言をさせていただきます。ＬＰガス業界では、1986年に開発されたマイコンメーターを

用いまして、1987 年には早くも集中監視システムを登場させました。これは今はやりのス

マートメーターの先駆けというシステムでございます。大変先進的な試みであったと自負

しております。その後、2000 年頃までは順調に普及が進みましたが、500万世帯を超えた

あたりから少し普及速度が鈍ってきたかなというところです。それでも現在六百数十万世

帯に普及しておりまして、これは電力や都市ガスの業界に比べても相当高い普及率であり、

大体ＬＰガスの世帯の４分の１ぐらいに集中監視システムが入っているわけでございます。 
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 この 20数年間の流れを見てみますと、その間には通信手段がアナログの有線電話からＩ

ＳＤＮに変わるとか、携帯電話、ＰＨＳが入ってくるとか、そのたびごとに大規模なシス

テム変更があって設備投資に苦労してきたわけです。現在、懸念されることは、資料４の

３ページにございますように顧客の 70％以上に集中監視システムが入っていないと認定

販売事業者になれないという要件でございます。大手のＬＰガス販売事業者などの場合、

周辺の中小の業者からの事業譲渡などで顧客が増えるたびごとに集中管理システムの比率

が下がってしまい、70％を維持できないという苦労がございます。そのため、大手のＬＰ

ガス販売事業者が認定販売事業者から外れて、集中監視システムの普及に関心を失ってい

くケースがございます。この点を大変懸念しております。 

 このままでは、先人たちが苦労して普及させてきた集中監視システムが立ち枯れてしま

うのではないかということを懸念しております。私見ではございますが、集中監視システ

ムの普及、推進を図るためには、認定販売事業者の要件とは違う切り口で、税制などによ

りシステム投資を支援する措置などを検討する必要があるのではないかと考えております。

以上でございます。 

○橘川委員長  他にはいかがでしょうか。井伊委員、お願いします。 

○井伊委員  中身ではないのですけれども、議論の仕切り方の問題なのですが、先ほど

橘川委員長が、御迷惑をおかけしましたと謝られたのですけれども、委員長事務局の方は

この問題についてどういうふうに考えているのかというのを頂戴できますか。 

○橘川委員長  委員長の問題でもあることは確かだと思います。○大本ガス安全室長  

すみません、委員長と同じ思いでございます。 

○橘川委員長  他にはいかがでしょうか。それでは内藤委員代理の御発言についてコメ

ントをお願いします。 

○大本ガス安全室長  集中監視について、税制面について御発言がございましたが、税

制を要求するに当たっては、まずは実態をよく踏まえなければならないと考えております。

また、業界としての御要望がどのようなものであるのか、そしてどのようなスタンスであ

るのかということについても確認や調査をさせていただきたいと思います。が、ただこれ

は財源措置も含めていろいろな制約がございますので、ハードルは高いということだけは

御理解いただければと思います。 

○橘川委員長  いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 私の方から意見をいわせていただきますが、今都市ガスを含めてガス業界は非常に大き
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く動いておりまして、私事なのですが、先日、家のガスコンロを替えたのですけれども、

やはり都市ガス指定の器具は高いのです。どうしても、ネット販売か何かで買うと。買う

ときにはほとんど保安についての説明がなくて、その後この間、東京ガスの方が来られて、

自由化の影響がプラスに効いていると思うのですが、よそから買った器具についても安全

のことをいろいろ指導してくださいまして、それはそれでいいことだと思うのですが、や

はり保安のことを考えますと、ガスを販売する今のネット販売を含めた流通業界のところ、

それからこれから自由化で、ガスのほうでいくと第４グループとＬＰガスの間でも競争も

始まるかと思うのですけれども、ガス器具つきのサービスとかガス供給サービスが始まっ

ていくと思います。特に賃貸アパートのオーナー、ガスの所有者の人と使用者の人がずれ

た場合の保安をどうするのか。この問題は、都市ガス業界もＬＰガス業界も合わせて重要

な問題で、本日の議論で、かなりいろいろガス業者の方とか機器メーカーのところででき

るところは皆さんさんやってきて、その成果が出ていると思うのですが、なお残っている

未開拓の分野は、保安に関していうとそこにあるのかなというのがみえてきたというのが、

本日の審議をやってよかったなと思う点なので、是非そういうことを今後前向きに保安の

問題で考えていただきたいという印象を思いました。 

 ○大本ガス安全室長  本日はありがとうございました。本日の議事要旨につきまして

は、事務局で作成し、ホームページに公開したいと思います。議事録については委員の皆

様に御確認いただいた上で、公開することを予定しています。追って事務局より確認させ

ていただきますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○橘川委員長  ほぼ予定時刻で終わりました。本日はありがとうございました。これに

て審議を終わらせていただきます。 

 

―了― 


